
「内職従事申立書」と「内職発注証明書」について 
 

１ 認可保育園の入園の要件 

  認可保育園への入園は「児童の保護者の方が、当該児童を保育することができない」

と認められる場合に行われることになっております。このような状態（常態）のことを

「保育に欠ける」と言い、認可保育園の入園の要件となっています。 

市では、認可保育園の入園申込時や、入園後の保育の実施状況調査時（保育園在園児

童が対象）に、「保育に欠ける」ことを確認するための書類を保護者の方にお願いしてお

ります。この書類に記載された内容により「児童の保護者の方が当該児童を保育するこ

とができない」ことを確認しております。 

 

２ 内職従事者の「保育に欠ける」ことの確認 

  会社員等は雇用している会社が発行する「勤務証明書」等により、「勤務時間中は児童

を保育することができない」状態であるとして「保育に欠ける」ことの確認をしており

ます。 

  一方、内職従事者は、会社に雇用されているという実態がないため、「勤務証明書」等

の「保育に欠ける」ことを確認するための書類を提出することが困難と思われます。 

そこで、東大和市では、内職従事者の方については、「内職従事申立書」と「内職発注

証明書」により「保育に欠ける」ことの確認をすることにしております。 

この「内職従事申立書」及び「内職従事証明書」は、内職従事により家庭での児童の

保育が困難な保護者の方が認可保育園を申込むにあたり、「勤務証明書等」に代わるもの

として認可保育園の入園申込書の添付となるものです。 

この書類に記載された内容により児童の「保育に欠ける」ことの確認や入園後の保育

の実施状況調査を行っておりますので、詳細・正確に記載されるようお願いします。 

 

３ 記載上の注意 

必ず先に保護者（入園申込者である保護者）の方が「内職従事申立書」を記入し、そ

の後に、証明者（内職事業所）の方が保護者の記入した「内職従事申立書」を確認の上、

「内職発注証明書」を証明者（内職事業所）が記入してください。 

 

４ その他 

内容に不明な部分があった場合は、「内職従事申立書」と「内職従事証明書」を補正す

る方法として、事業者等の関係者に内容の確認をさせていただくこともありますのでご

了承ください。 

 

※ 本様式は、両面で作成されておりますので、表記に矛盾がある場合がございますので

ご了承ください。両面で使用しない場合には、証明者（内職事業所）の方に「内職発注証明

書」の記入をお願いする際、必ず保護者が記入した「内職従事申立書」を添付し、依頼してくだ

さい。 

 

＜お問い合せ先＞ 

東大和市役所 子ども家庭部 保育課 保育･幼稚園係 

住 所  東大和市中央３－９３０ 

電 話  ０４２(５６３)２１１１ 

内 線  １７５１・１７５２ 



<保護者記入> 

 

 

 

 

  内職従事申立書 

     平成   年   月   日 

東大和市長 殿 

住 所  東大和市 

氏 名               ○印  

私の内職従事の状況について、下記のとおりであることを申し立ていたします。 

 

 ①１週間の平均内職従事日数  週   日 

②１日の平均内職従事時間  午前   時   分 ～ 午後   時   分 

③１時間の平均製品完成個数      個 

  ※ 平均完成個数を記入できない場合は、その理由を記入して下さい。 

                                    

                                    

                                    

 ④内職の内容 

  ※「どのような内職」を「どのようにしているのか」、内職の状況を出来るだけ詳細に

記入してください。 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

※ 内職従事状況確認のため、訪問調査等を行うこともありますのでご了承ください。 

 ※ 不正な事実が判明すると、入園を取り消すことがあります。 

この「内職従事申立書」は保護者の方が記入した後、内職事業所へ「内職

発注証明書」(裏面)を依頼してください。 



<事業所記入> 

 

 

 

 

  内職発注証明書 

    平成   年   月   日 

証明者（内職事業所） 

  所 在 地 

事業所名 

代表者名              印 

電  話 

左記の者が当事業所の内職業務に従事していることを証明します。内職の内容等は、「内

職従事申立書」及び下記のとおりです。 

 ①内職発注期間    年   月 ～    年   月 

  ※ 発注期間の末月が定まっていない場合は「未定」と記入してください。 

 ②最近３ヶ月間の状況 

平成  年  月 平成  年  月 平成  年  月 最近３か月の

賃金支給金額 円 円 円 

製品納品個数 個 個 個 

 ③事業所が予測する、一般的な１時間の平均製品完成個数      個  

  ※ 平均製品完成個数を記入できない場合は、その理由を記入して下さい。 

                                      

                                      

                                      

 ④その他、「内職従事申立書」の内容で気になることがあればお書きください。 

                                      

                                      

 ※ 内職従事状況の確認のため、事業所に確認をさせていただくこともありますのでご

了承ください。 

この「内職発注証明書」は内職事業所の方が、保護者が記入した｢内職従

事申立書｣(裏面)の記載内容を確認し、記入してください。 


